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提案タイミング 意⾒・要望等 検討内容（回答）

第13回ワーキンググループ

【議題】
「第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様中間報告
（案）について」に対する意⾒

（意⾒）（関係団体）
・マイナンバー検討について
現状の輸出⼊者符号（12桁）からマイナンバー（13桁（予測）＋枝番）への変更につい
て無符号者の防⽌の観点では効果があると考えられるが、桁数の増加による個社システム
改修の懸念がある。ＮＡＣＣＳでの輸出⼊者符号とマイナンバーの内部変換など考慮出来
ないかご検討いただきたい。

御意⾒を関税局及び税関へ
お伝え致します。

第14回ワーキンググループ

【議題】
「第13回ＷＧ後における意⾒報告」に
対する意⾒

（意⾒）（航空 更改専⾨部会委員）
ＮＡＣＣＳ更改と同じ平成29年10⽉に輸出⼊者符号をマイナンバーに切替えることは以

下のことから困難と考える。

① 輸出⼊者が対応できるか
平成27年秋にマイナンバーが発⾏されてからの作業になり、ＮＡＣＣＳ更改まで２年間

しかない。

② 通関業者が対応できるか
申告⽤の顧客データを各社持っていると思うが、更改前と更改後で簡単に切替えること

ができるか疑問がある。（通関業者に関しては、他にも問題が有ると考える。）

③ 税関発給コードが思ったよりも増えていない
まだまだ、ＪＡＳＴＰＲＯコードの⽅が税関発給コードより断然多いのが現状である。

何故、税関発給コードへの切替えが進まなかったのか。

提案であるが、平成27年秋から２年掛けて、ＪＡＳＴＰＲＯコードと税関発給コードに
マイナンバーを電話番号のように紐付けさせればよいのではないか。

御意⾒を関税局及び税関へ
お伝え致します。

（委員意⾒）（関係団体）（海上 通関ＷＧ委員）
① これまでのＪＡＳＴＰＲＯコード及び税関発給コードとの紐付けはあるのか。

② 現在、ＪＡＳＴＰＲＯコード 及び 税関発給コードで積み上げた実績はマイナンバーに
移⾏した場合に反映されるのか。

③ 同荷主で、通常コードとＡＥＯ輸出コードで区別しているものがあるがどうなるのか。

④ ⽀店コードで登録していたものはどうなるのか。

⑤ 今回は法⼈番号の記載に関してのみで個⼈での輸⼊者は該当しないと考えてよいか。

御意⾒を関税局及び税関へ
お伝え致します。

マイナンバー（法⼈番号）に係る対応」に対する意⾒・要望（１）
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提案タイミング 意⾒・要望等 検討内容（回答）

第16回ワーキンググループ

【議題】
「マイナンバー（法⼈番号）に係る対
応について」に対する意⾒

（意⾒）（関係団体）（海上 通関ＷＧ）
現⾏、航空の⼀部の貨物のみ必須で⼊⼒している『識別符号』について、次期では必

須⼊⼒の項⽬としているが、これには反対で、任意としていただきたい。必須⼊⼒の項⽬
とするならば、輸⼊者情報のみの符号としていただきたい。ここでいう輸⼊者情報のみの
符号とは、「個⼈から法⼈」を例にすると輸⼊者の情報「法⼈」のみを識別符号⼊⼒対象
として必須とし、輸出者の情報「個⼈から」については識別符号の対象から外していただ
きたいと⾔う事である。基本的には、必須とすることには、反対である。

「識別符号」につきまし
ては、皆様のご意⾒を踏
まえ検討したうえで、再
度、WGに提⽰いたします。

（意⾒）（航空 通関ＷＧ）
① 17桁のＮＡＣＣＳ⽤輸出⼊者コードについては、ＮＡＣＣＳ／税関でデータ管理され、
利⽤者に無償提供される必要があると考える。また、新旧対照表についても同様と考え
る。

② 『識別符号』の運⽤は、通関業者にとって過⼤な負担となる懸念があり、物流の迅速化
に逆⾏している。現状の２種類が運⽤上の限界と思われるため再考いただきたい。

①法⼈番号の管理等（新
旧対照表を含む）は、御
意⾒を踏まえ関係者と相
談の上、検討致しますが、
管理対象数が膨⼤であり、
その費⽤負担をどなたに
求めるかも検討の課題と
考えております。
②「識別符号」につきま
しては、皆様のご意⾒を
踏まえ検討したうえで、
再度、WGに提⽰いたし
ます。

（意⾒）（関係団体）（海上 通関ＷＧ）
①１ページ⽬の次期仕様で「法⼈番号が⼊⼒された場合は、これまでと同様に会社名・住
所等の⾃動補完を可能とするサービスの提供についても検討する。」という項⽬につい
ては、国税局から法⼈コードの情報提供をして頂き、是⾮ともを実現しほしい。

② 法⼈番号に移⾏しても、ＮＡＣＣＳ上で法⼈番号が確認できる現⾏のＩＩＥ業務のよう
な仕組みは必要という意⾒が多い。

③ 現状は、ＪＡＳＴＰＲＯコード、税関発給コードを⼊⼒することで会社名、住所等を⾃
動補完する仕組みができている。これと同様に、新たに法⼈番号の項⽬を輸出⼊申告書
に追加した場合においても、法⼈番号から⾃動補完するような仕組みにできないか︖
（そのためには、現状登録済みのＪＡＳＴＰＲＯコードと税関発給コードに、法⼈番号
を紐づける必要と、新たにＪＡＳＴＰＲＯコードと税関発給コードを登録する際の項⽬
に法⼈番号を追加する必要があると思われる。）

①②③
御意⾒を踏まえ、検討

致します。

マイナンバー（法⼈番号）に係る対応」に対する意⾒・要望（２）
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提案タイミング 意⾒・要望等 検討内容（回答）

第16回ワーキンググループ

【議題】
「マイナンバー（法⼈番号）に係る対
応について」に対する意⾒

（意⾒）（関係団体）（海上通関ＷＧ）
① 法⼈番号の⼊⼒は必須であるが、個⼈番号においては、その番号が判明している場合、
⼊⼒をしても良いか︖

② 個⼈と法⼈の線引きがはっきりわからない。
例えば、通関書類上の輸出者及び輸⼊者が個⼈名で記載されている場合、純粋な個⼈

なのか⼜は個⼈事業主かはっきりしないケースが考えられる。
この様な場合において、マイナンバー及び識別符号扱いはどのようになるのでしょうか。

③ 導⼊するマイナンバーにおいて、現在の輸出⼊者符号を使⽤した通関実績等を引き継ぐ
ようにして頂きたい。

①法⼈番号については、そ
の⼊⼒を必須としておりま
すが、個⼈番号が利⽤でき
る⾏政⼿続が「⾏政⼿続に
おける特定の個⼈を識別す
るための番号の利⽤等に関
する法律」により規定され
ておりますので、現時点で
は税関による制度周知リー
フレットに記載されている
ように、個⼈番号の記載は
不要です。

②法⼈番号が通知されてい
る場合は、個⼈事業主で
あってもその⼊⼒を必須と
しております。

③御意⾒を関税局及び税関
へお伝え致します。

（意⾒）（航空 通関ＷＧ）
① 登録番号が17ケタとなることで簡単に覚えられる桁数ではなくなる為、13ケタのみで
の運⽤は考えられないのか︖

② 現在ＮＡＣＣＳでは輸出⼊者名が⾃動補てんされるが、今後記載される英名は法⼈番号
と同じ表記となるのか︖枝番を運⽤する上でどのように表⽰を⾏う予定なのか︖

③ 識別符号について、法⼈と通販会社と分かれているが、実際何を持って分けるのか︖海
外法⼈についてはその判断が難しい為、分けることは困難である。

① 枝番の必要性については、
他のご意⾒、ご要望を踏ま
え、検討致します。

② 輸出⼊者名の表記につき
ましても、他のご意⾒、ご
要望を踏まえ、検討致しま
す。

③「識別符号」につきまし
ては、皆様のご意⾒を踏ま
え検討したうえで、再度、
WGに提⽰いたします。

(意⾒）（関係団体）
⼀般申告、ＡＥＯ申告を区別する枝番管理（申請、承認）を税関にしていただきたい。

また、枝番の４桁は多いと考えているが如何。
御意⾒を関税局及び税関へ
お伝え致します。

マイナンバー（法⼈番号）に係る対応」に対する意⾒・要望（３）
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提案タイミング 意⾒・要望等 検討内容（回答）

第17回ワーキンググループ

【議題】
「第16回ＷＧ後における意⾒報告」に
対する意⾒

（意⾒）（航空 通関ＷＧ）
法⼈番号の具体的な管理は今後提案されるものと考えるが、

本⽇の回答において「管理にあたって発⽣する費⽤負担も検討
の課題」とされているが、ＮＡＣＣＳに登録される法⼈番号に
ついては、利⽤者に対しては無償で開⽰されて然るべきだと考
える。今般の法⼈番号の導⼊は、国が主導となって進めている
ものであり、費⽤負担が検討課題となるというのは、趣旨から
しておかしいのではないかと感じる。

法⼈番号の登録件数は莫⼤であり、国税庁が公開するデー
タベースをそのまま第６次ＮＡＣＣＳで使⽤することは考え
ていません。現在ＮＡＣＣＳに登録されている輸出⼊者コー
ドをベースとして、法⼈番号の情報をどのようにリンクさせ
ていくかを検討しているが、ＮＡＣＣＳに登録する法⼈番号
については、利⽤者様へは然るべき⽅法で開⽰していきたい
と考えています。また、今回の国の施策は、法⼈番号の⼊⼒
をいただき⾏政効率の向上等を図ろうとするものと理解して
おり、輸出⼊者コードと法⼈番号を関連づけることによる会
社名、住所、電話番号等の情報の活⽤は、申告・申請⾏為を
⾏うための便利機能と位置付けられるものとなります。これ
ら便利機能を提供するための管理には⼀定のコストが発⽣す
ることになり、そのためのシステム開発の費⽤対効果等も踏
まえ検討を⾏うが、いずれにせよどなたかに費⽤負担をお願
いすることになると考えています。

（意⾒）（航空 通関ＷＧ）
法⼈番号のすべてがＮＡＣＣＳに登録されるわけではなく、

⼀⽅で国税庁にて公開予定のデータベースには英⽂の表記が無
いという状況となるが、通関業者としては、ＮＡＣＣＳに登録
されていない法⼈番号も全て必須で⼊⼒することは困難である。
ＮＡＣＣＳに登録されていない法⼈番号を⼊⼒してもその番号
の存在チェックも⾏われない、或いは会社名・住所等も全て⼿
⼊⼒するとなれば、結果として誤⼊⼒が起こる可能性も⾼くな
り、ひいては通関業者の⾮違・誤謬となるのかという問題もあ
る。通関業者にとっては多⼤な負荷になることから、ＮＡＣＣ
Ｓに登録がされていない法⼈番号については任意⼊⼒としてい
ただきたい。

誤⼊⼒の扱いについては、検討させていただきます。いず
れにしても国として法⼈番号の利⽤を推進していきたいと考
えているため、法⼈番号の⼊⼒についてご理解いただきたい。

マイナンバー（法⼈番号）に係る対応」に対する意⾒・要望（４）
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